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駐 車 場 運 営 業 務 仕 様 書 

 

 本仕様書の対象物件は、「物件明細①及び②、③」に記載する貸付物件とします。 

 

１．運営内容 

  次の事項を運営内容とします。 

（１） 新千里北町及び新千里南町近隣センター来客用駐車場について（物件明細①②） 

賃借人は、貸付物件を時間貸しの平面駐車場（以下「時間貸し駐車場」という。）

として、本仕様書及び物件明細①②をもとに運営するものとします。ただし、「コ

インパーキング」は可とします。 

（２） 新千里北町近隣センター業務用駐車場について（物件明細③） 

賃借人は、貸付物件を月極の平面駐車場（以下「月極駐車場」という。）として、

本仕様書及び物件明細③をもとに運営するものとします。 

（３） 賃借人は、時間貸し駐車場及び月極駐車場施設（以下「施設」という。）を次のと

おり適正な維持管理に努めるものとします。 

    ①設備、舗装、植栽等の保全 

    ②清掃及び不法物件の除去（雑草の除草を含む。） 

    ③放置車両等の不法占拠、侵奪行為等の防止 

（４）賃借人は、時間貸し駐車場及び月極駐車場利用者、近隣住民等からの苦情に対応し、

公益財団法人大阪府都市整備推進センター（以下「センター」という。）に報告する

ものとします。 

  

２．施設改修等 

次のとおり施設の改修等を行うものとします。 

（１） 改修 

賃借人は、時間貸し駐車場及び月極駐車場の運営に必要な施設に改修するものとし

ます。ただし、施設を改修（設備の新設を含む。）するときは、事前にセンターの

承認を受けるものとします。 
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（２） 撤去 

賃借人は、時間貸し駐車場及び月極駐車場の運営に不要な工作物を撤去するものと

します。ただし、撤去するときは、事前にセンターの承認を受けるものとします。 

（３） 点検・保守及び補修 

    賃借人は、利用者の安全性保持に必要な点検・保守及び補修を行うものとします。 

  

３．運営心得 

  賃借人は、次の事項を運営心得とします。 

（１） 法令遵守 

賃借人は、駐車場法その他関係法令等を遵守するものとします。 

（２） 安全性保持 

賃借人は、常に施設の点検・保守及び補修を行い、安全性を保持するものとします。 

    また、第三者賠償責任が発生した場合は、賃借人の責任において対応するものとし 

ます。 

（３） 周辺配慮 

    賃借人は、悪臭・騒音等により地域の住環境に悪影響を及ぼさないよう十分配慮す

るものとします。 

（４） 個人情報保護 

    賃借人は、個人情報の保護に関する法律その他関係法令等を踏まえ、業務の履行に

際して入手した個人情報を適切に管理するものとします。 

   

４．用途制限等 

  賃借人は、次の事項が制限されるものとします。 

（１） 用途外使用 

賃借人は、貸付物件を物件明細書①及び②、③における指定用途以外に使用できな

いものとします。 

（２） 転貸等 

    賃借人は、貸付物件を転貸又は権利を譲渡することはできないものとします。 

（３） 保管場所使用承諾証明 

賃借人は、貸付物件において、利用者に対して自動車の保管場所の確保等に関する
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法律（昭和３７年法律第１４５号）第４条に規定する証明はできないものとします。 

（４） 担保 

賃借人は、貸付物件を担保に供することができないものとします。 

 

５．原状回復 

（１） 賃借人は、賃貸借期間が満了したとき、又は契約解除の通知を受けたときは、セン

ターの指定する期日までに、賃借人の負担で貸付物件を原状回復し、返還するもの

とします。ただし、センターが認めた場合は、そのまま存置できるものとしますが、

賃借人は、所有権、有益償還請求権等は主張しないものとします。 

（２） 前項の期日までに原状回復しないときは、センターがこれを行い、賃借人にその費

用を請求するものとします。この場合、賃借人は、何らの異議申立てができないも

のとします。 

 

６．費用負担等 

（１） 時間貸し駐車場及び月極駐車場の運営に不要な工作物の撤去（センターが指定す

る看板は除く。）及び運営に必要な設備の設置、改修等に要する経費は賃借人の負

担とします。 

（２） 時間貸し駐車場に係る駐車料金を割引サービスするための認証機を、各近隣セン

ター内店舗等（会館含む。以下同じ。）に設置してください。ただし、「駐車サー

ビス券」による同様の割引サービスの対応は可とします。（店舗数は「物件明細」

を参照してください。） 

（３） 賃借人は、年間無料定期券(フリーパス券：５枚)をセンターに提供するものとし

ます。 

    ※センター公用車の駐車場利用頻度は各近隣センターごとに 1 か月に 10 回程度で、

1 回の駐車時間は 1～2 時間程度です。 

 

７．時間貸し駐車場運営条件 

（１） 賃借人は、各近隣センター内店舗等が、利用客に駐車料金を割引サービスするた

めの認証機を、各近隣センター内店舗等に設置し使用させてください。ただし、「駐

車サービス券」による同様の割引サービスの対応は可とします。 
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（２） 各近隣センター内店舗等の利用客の駐車料金は、利用開始から 60 分は賃借人の負

担とします。 

（３） 60 分を超えた駐車料金について、利用者負担の無償化を希望する店舗等がある場

合は、一般駐車料金の半額を当該店舗等が負担し、残りの半額を賃借人が負担す

るものとします。 

（４） 賃借人は、新千里北町近隣センター来客用駐車場において、新千里北町近隣セン

ター管理組合から要望があった場合、３台を上限として同管理組合に「専用貸し」

をするものとし、専用貸しの料金は、１台当たり月額 4,000 円（税込み）を上限

としてください。なお、専用貸し区画を一般利用者が駐車しない工夫を講じてく

ださい。 

（５） 賃借人は、時間貸し駐車場に障がい者用駐車区画を１台以上設けてください。 

（６） 賃借人は、防犯カメラ（常時録画）を１基以上設置して、所轄警察署と連携を図

り、万全な防犯対策を講じ施設の安全、安心な運営に努めてください。 

（７） 賃借人は、駐車場法など関係法令を遵守して適切な照明装置を確保してください。 

（８） 賃借人は、認証機の設置やその駐車料金及び設備使用に伴う電気代など、その運

営に際して必要となるものは、誠意をもって各近隣センター管理組合と協議、調

整した上、覚書を締結する等明文化してください。 

（９） 賃借人は、貸付物件以外の近隣センター内スペースに一般利用者が駐車しない工

夫を講じてください。 

（１０） 賃借人は、満空表示を設置してください。 

（１１） 賃借人は、ロック装置等を設置する場合、車室空き状態において段差のないも

のを採用してください。 

（１２） 賃借人は、各近隣センター内において毎年開催されるイベントにあたり、三日

間営業を休止し貸付物件を提供し、その開催に協力してください。 

（１３） 賃借人は、各近隣センター内において毎年３回実施される植栽管理にあたり、

二日間程度一部営業を休止し貸付物件を提供し、その実施に協力してください。 

 

８．月極駐車場の運営条件 

（１） 賃借人は、28 台分の車室を確保し、新千里北町近隣センター内店舗に専用貸しし

てください。ただし、専用貸しの料金は、１台当たり月額 4,000 円（税込み）（縦
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列車室については２台で 6,000 円（税込み））としてください。なお、専用貸し区

画を一般利用者が駐車しない工夫を講じてください。 

（２） 賃借人は、月極駐車料金及び専用貸しにかかる諸事項、設備使用に伴う電気代な

ど、その運営に際して必要となるものは、誠意をもって新千里北町近隣センター

管理組合と協議、調整した上、覚書を締結する等明文化してください。 

 

９．実地調査等 

  センターは、貸付物件について実地調査し、賃借人に報告を求め、その維持管理に関し

て指示できるものとします。賃借人は、その調査、報告に協力し、指示に従うものとしま

す。 

 

10．報告書等の提出 

（１） 賃借人は、「施設の利用状況及び苦情対応等の月例報告書」を四半期ごとに、セ

ンターに提出するものとします。ただし、センターから必要な報告書についての

要請があれば提出するものとします。 

（２） 賃借人は、センターが業務について資料を求めた場合は、速やかに提出するもの

とします。 

 

11．その他 

（１） 改修等の工事期間は、貸付期間に含めるものとします。 

（２） 改修等の工事期間中における各近隣センター利用者の駐車対応を、あらかじめセ

ンターと協議し、センターの指示に従ってください。また、必要に応じて各近隣

センター管理組合と協議、調整を行ってください。 

（３） 必要に応じて、現地に説明担当者を配置してください。 

（４） 賃借人は、不明な点については、あらかじめセンターと協議してください。 


